
京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

令和４年３月  日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。 

目次中「～第３４条」を「・第３３条」に改める。 

第３０条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項前段の規定は，当該建築又は用途の変更が確認（法第６条の２第１項（法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認を含む。）の申請を要するも

のであるときは，適用しない。ただし，当該申請の際に，建築計画概要書第２面に代え

て確認申請書（省令別記第２号様式によるものに限る。）第３面の写しを提出したときは，

この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。ただし，目次の改正規定は，公布の日

から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第３０条第２項の規定は，この規

則の施行の日前に法第６条第１項又は第６条の２第１項（それぞれ法第８７条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による確認の申請を行った場合については，適用し

ない。 

（都市計画局建築指導部建築安全推進課） 
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